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  災害時の対応について  

   ア 名古屋市及び居住地に警報等が発表されている場合は、以下の表に準じて対応す 

る。 

種類 自宅にいる場合の対応 学校にいる場合の対応 

気
象
台
が
発
表 

特別警報 自宅待機 

校内待機 

校外の避難所への移動 

保護者へ引き渡し等 

警報 

暴風 

自宅待機 

・午前６時 30 分までに解除 

→ 平常授業 

・午前 10 時までに解除 

→ 午後０時 30 分より授業

を始める 

・午前 10 時以降継続 

→ 休業 

下校または校内待機 

大雨・洪水 平常登校 

平常授業 その他 平常登校 

注意報 強風・大雨・洪水 平常登校 

市
町
村
が
発
表 

学校が 

所在する 

市町村 

警戒レベル４以上 自宅待機 

校内待機 

校外の避難場所への移動 

保護者へ引き渡し等 

警戒レベル３以下 平常登校 平常授業 

生徒が 

居住する 

市町村 

警戒レベル４以上 避難 

校内待機 

校外の避難場所への移動 

保護者へ引き渡し等 

警戒レベル３以下 平常登校 平常授業 

※平常登校及び平常授業の場合においても、災害の状況及び気象・交通機関・通学路の

状況等を踏まえて、休業や授業の中止を決定する。 

※生徒の居住する地域の災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況等により、安

全に登校できないと校長が認める場合は、該当生徒を自宅待機とする。 

 

   イ 特別警報が発表された場合 

 〇生徒の登校する以前に名古屋地方気象台から特別警報が発表されている場合 

・登校不可 

・特別警報解除後の登校 

※学校から連絡があるまで、登校不可です。 

※連絡は、学校の公式ホームページで行います。  

・学校公式ホームページ（ＱＲコード） 

 c.ed.jp/ 

https://aichi-te.aichi-c.ed.jp/
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〇生徒の登校後に名古屋地方気象台から特別警報が発表された場合 

・本校の状況 

    ※学校の公式ホームページで連絡します。 

・生徒個人の状況  

※学校の公式ホームページには掲載しません。 

※生徒の携帯電話または学校に問い合わせてください。 

 

ウ 大規模地震が発生した場合 

ここでいう大規模地震とは、本校において強い揺れを感じ、周辺地域に家屋の倒壊・

火災・交通機関の途絶などが予想される場合（目安として名古屋市等において震度５

強以上の地震が発生した場合）、または県内に震度５強以上の地震が観測され、県が

第三非常配備体制を発令した場合をいう。 

○在宅時に大規模地震が発生した場合 

・ 速やかに身の安全を確保する。避難対象地区内に居住する生徒は周囲の状況 

をよく確かめた上で避難所へ避難する。 

○在校時に大規模地震が発生した場合 

・ 生徒は定められた手順で避難し、役割に従い行動する。ただし、遠距離（概ね 

10km 以上）で、利用交通機関が不通の場合または、日没までに自宅に帰れない 

ことが予想される場合は、学校に待機する。 

○登下校時に大規模地震が発生した場合 

・ 徒歩通学、自転車通学生徒は、速やかに身の安全を確保し最寄りの避難所に避 

難する。公共交通機関を利用の生徒は、車内放送をよく聞いて乗務員の指示に 

従って落ち着いて行動し、最寄りの避難所に避難する。 

○学校への連絡について 

・ 生徒は可能な限り、災害用伝言ダイヤル等を利用し、被災状況等を連絡する。 

・ 大規模地震発生後の授業の再開 

※ 授業再開については、次のような手段で、その情報を得るよう最善の努力 

をする。 

① 学校の電話番号 052-788-2020 を暗証番号とした災害用伝言ダイヤルで確認 

② 各地の避難所等への掲示 

③ マスコミによる広報 

○避難所の確認について 

・ 大規模な地震が発生した場合に備え、自宅周辺・通学途中に設けられている避 

難場所を確認しておくと同時に、家族同士の連絡方法なども確認しておく。 
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災害用伝言ダイヤルの利用方法 
 

 災害用伝言ダイヤルとは、大規模な災害が発生した場合に運用されるシステムで、家族に安否・居場所等を知らせる会話

を 30 秒以内で録音・保存できる声の伝言板です。 

１７１へ電話をかけ、音声案内に従って市外局番から始まる自宅の電話番号等をダイヤルして伝言を吹き込みます。録音

された伝言を聞く場合も同様に１７１に電話をかけ案内に従ってダイヤルすれば全国どこからでも聞き取れます。伝言は提

供終了まで保存されます。録音・保存できる伝言は被災の範囲や被害の大きさによって設定されますが、1 件から 20 件とな

ります。伝言の録音・再生とも通話料以外の料金は必要ありません。携帯・公衆電話からも利用可能です。ただし平常時は 

運用していません。家族で伝言ダイヤルについて話し合い、被災した場合に利用することを確認してください。 

① 安否・被害状況についての学校への連絡方法 

１７１ → １ → 自宅又は携帯の電話番号［(0＊＊＊)＊＊－＊＊＊＊］ → 録音 

例１『1 年 1 組の愛知太郎です。自分も家族も無事ですが、自宅は倒壊し、現在三の丸小学校に避難しています。』 

例２『1 年 1 組の東海花子の母です。本人が腕を骨折し○○病院に運ばれましたが、命の別状はありません。父は勤務先

の工場が倒壊し怪我をしましたが、私と一緒に自宅にいます。』 

② 学校の再開について確認する場合 

１７１ → ２ → 学校電話番号０５２－７８８－２０２０ → 再生 

例１『愛知総合工科高校です。学校の再開については現在検討中です。学校から連絡があるまで待機してください。』 




